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令
和
４
年
感
染
症
法
等
の

改
正
で
は
、
新
興
感
染
症
の

発
生
・
ま
ん
延
に
備
え
、
都

道
府
県
と
医
療
機
関
等
と
の

医
療
の
確
保
等
に
関
す
る
協

定
が
規
定
さ
れ
た
。
公
的
医

療
機
関
等
も
含
め
、
特
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
を
し
た
医
療
機
関
に
よ

っ
て
は
協
定
に
関
す
る
協
議

を
都
道
府
県
か
ら
求
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
説
明
会
は
、
日
本
医
師
会

と
し
て
そ
の
仕
組
み
や
プ
ロ

セ
ス
な
ど
に
つ
い
て
厚
生
労

働
省
と
共
に
解
説
す
る
た
め

に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

説
明
会
は
江
澤
和
彦
常
任

理
事
の
司
会
で
開
会
。
冒
頭
、

あ
い
さ
つ
し
た
松
本
吉
郎
会

長
は
、
「
現
時
点
で
法
改
正

の
内
容
や
主
旨
が
十
分
に
行

き
渡
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
臨
め
ば
良

い
の
か
、
そ
し
て
有
事
の
際

に
は
ど
の
よ
う
に
動
く
べ
き

な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
、

各
地
域
に
お
い
て
不
安
や
混

乱
が
生
じ
て
い
る
」
と
指
摘
。

本
説
明
会
が
そ
の
不
安
や
混

乱
の
解
消
の
た
め
に
生
か
さ

れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
た
。

（
１
）
改
正
感
染
症
法
等

の
概
要
説
明

高
宮
裕
介
厚
労
省
医
政
局

地
域
医
療
計
画
課
参
事
官

は
、
３
年
に
わ
た
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

対
応
に
謝
意
を
示
し
た
上

で
、
「
次
な
る
感
染
症
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
分
か
ら
な

い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
経
験

を
踏
ま
え
て
準
備
を
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と

強
調
。
今
回
の
協
定
（
内
容

は
下
記
表
参
照
）
に

つ
い
て
は
、
実
際
に

発
生
し
た
感
染
症
の

特
性
を
踏
ま
え
、
修

正
を
加
え
な
が
ら
対

応
し
て
い
く
た
め
の

も
の
で
あ
る
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
都
道

府
県
と
医
療
機
関
の

協
定
の
仕
組
み
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県

知
事
が
平
時
に
新
興

感
染
症
の
対
応
を
行

う
医
療
機
関
と
協
議

を
行
い
、
感
染
症
対

応
に
係
る
協
定
を
締

結
す
る
と
い
う
も
の

で
、
都
道
府
県
か
ら

要
請
が
あ
れ
ば
、
全

て
の
医
療
機
関
に
協

議
に
応
じ
る
義
務
が

課
さ
れ
て
お
り
、
協

議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
が
調

整
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
説
明
。

協
定
締
結
医
療
機
関
に

は
、
コ
ロ
ナ
対
応
を
行
っ
た

約
３
０
０
０
医
療
機
関
が
想

定
さ
れ
、
①
病
床
②
発
熱
外

来
③
自
宅
療
養
者
に
対
す
る

医
療
の
提
供
④
後
方
支
援
⑤

人
材
派
遣

─
の
い
ず
れ
か

１
種
類
以
上
の
実
施
を
行
う

他
、
協
定
締
結
医
療
機
関
の

う
ち
約
５
０
０
医
療
機
関
に

は
、
流
行
初
期
の
医
療
確
保

の
た
め
「
流
行
初
期
医
療
確

保
協
定
」
を
設
定
し
、
感
染

初
期
か
ら
の
対
応
を
行
う
こ

と
、
ピ
ー
ク
時
に
は
一
定
規

模
以
上
の
病
床
確
保
を
行
う

こ
と
等
が
想
定
さ
れ
て
い
る

と
し
た
。

ま
た
、
公
立
・
公
的
医
療

機
関
等
、
特
定
機
能
病
院
、
地

域
医
療
支
援
病
院
に
は
、
そ

の
機
能
を
踏
ま
え
て
感
染
症

発
生
・
ま
ん
延
時
に
担
う
べ

き
医
療
の
提
供
が
義
務
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。

更
に
、
そ
の
財
政
的
支
援

に
つ
い
て
は
、
①
「
平
時
」

は
準
備
行
為
に
応
じ
て
補
助

金
で
②
「
感
染
症
発
生
・
ま

ん
延
時（
感
染
初
期
）」は〝
流

行
初
期
医
療
確
保
措
置
〟
に

加
え
、
対
応
に
応
じ
た
追
加

的
な
支
援
と
し
て
補
助
金
・

診
療
報
酬
で

─
対
応
す
る

こ
と
に
な
る
と
説
明
。

そ
の
他
、
協
定
締
結
の
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
都
道

府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
医

療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た

上
で
、
地
域
の
感
染
想
定
に

応
じ
た
感
染
症
医
療
の
数
値

目
標
（
確
保
す
べ
き
病
床
の

総
数
等
）
を
あ
ら
か
じ
め
予

防
計
画
・
医
療
計
画
に
規
定

し
、
そ
の
後
は
計
画
に
定
め

た
病
床
を
確
保
す
る
た
め
、

事
前
に
策
定
し
た
協
定
案

（
病
床
の
割
り
当
て
等
）
を

基
に
各
医
療
機
関
と
協
議
を

行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す

る
も
の
で
あ
る
と
解
説
。「
協

定
の
ひ
な
形
を
国
か
ら
都
道

府
県
に
既
に
示
し
て
い
る
が
、

協
定
締
結
作
業
に
つ
い
て
は

令
和
５
年
度
中
か
ら
順
次
実

施
し
て
も
ら
い
、
令
和
６
年

９
月
末
ま
で
に
は
完
了
し
て

欲
し
い
」
と
呼
び
掛
け
た
。

（
２
）
日
本
医
師
会
の 

考
え
方

釜

敏
常
任
理
事
は
、
今

回
の
法
改
正
に
つ
い
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
の
経
験
を
踏
ま

え
、
幅
広
い
医
療
機
関
が
体

制
を
整
え
て
適
切
な
医
療
を

提
供
す
る
準
備
を
す
る
た
め

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

し
た
上
で
、
協
定
が
双
方
の

合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
や
、
感
染
症
の
特
性
に

合
わ
せ
て
都
道
府
県
と
医
療

機
関
は
協
定
の
内
容
を
見
直

す
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
実

際
の
状
況
に
応
じ
た
機
動
的

な
対
応
を
行
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
。「
問

題
に
な
る
感
染
症
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
分
か
ら
な
い
中

で
協
定
を
締
結
す
る
医
療
機

関
側
の
不
安
は
非
常
に
大
き

い
が
、
行
政
に
は
状
況
の
変

化
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す

る
姿
勢
を
示
し
て
頂
き
、
両

者
が
歩
み
寄
っ
て
、
現
実
的

な
協
定
の
締
結
に
進
む
こ
と

が
必
要
で
あ
る
」と
述
べ
た
。

ま
た
、釜

常
任
理
事
は
、

協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
協
定
は
コ
ロ
ナ

対
応
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

り
、
従
前
の
感
染
症
指
定
医

療
機
関
と
は
別
の
新
た
な
類

型
（
①
病
床
確
保
は
「
第
一

種
『
協
定
』
指
定
医
療
機
関
」

②
発
熱
外
来
、
自
宅
療
養
・

宿
泊
療
養
は
「
第
二
種
『
協

定
』
指
定
医
療
機
関
」。
後

方
支
援
や
人
材
確
保
は
対
象

外
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
と
説
明
。「
従
前
の
特
定
・

第
一
種
・
第
二
種
感
染
症
指

定
医
療
機
関
と
は
名
称
は
似

て
い
る
が
異
な
る
も
の
で
あ

り
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
等
の
１

類
や
２
類
感
染
症
で
は
な

く
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
等
に
対
応
す
る
こ

と
に
な
る
」
と
述
べ
る
と
と

も
に
、
特
に
②
の
協
定
に
つ

い
て
は
、
地
域
医
師
会
の
協

力
を
要
請
し
た
。

更
に
、
協
定
の
履
行
確
保

措
置
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
「
強
制
的

と
い
う
印
象
を
受
け
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

医
療
機
関
が
自
分
の
能
力
に

応
じ
て
で
き
る
範
囲
で
対
応

し
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い

く
努
力
を
す
る
と
い
う
趣
旨

の
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
。

そ
の
他
、
流
行
初
期
期
間

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
感
染

症
発
生
の
公
表
か
ら
３
カ
月

程
度
が
一
つ
の
目
安
に
な
る

こ
と
か
ら
、
国
か
ら
の
迅
速

な
情
報
提
供
を
求
め
る
と
と

も
に
、
各
医
療
機
関
の
使
用

量
２
カ
月
分
以
上
の
備
蓄
が

推
奨
さ
れ
て
い
る
個
人
防
護

具
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て

も
、
そ
の
補
助
を
要
望
し
て

い
く
姿
勢
を
示
し
た
。

引
き
続
き
行
わ
れ
た
協
議

で
は
、
都
道
府
県
医
師
会
か

ら
事
前
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問

や
、
会
場
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら

の
質
問
に
、
厚
労
省
と
日
本

医
師
会
よ
り
回
答
。
医
療
機

関
の
感
染
対
策
に
関
す
る
予

算
措
置
を
求
め
る
意
見
等
、
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
茂
松

茂
人
副
会
長
の
総
括
に
よ
り
、

説
明
会
は
終
了
と
な
っ
た
。

表　医療措置協定の内容

①病床確保 ②発熱外来 ③自宅療養者等に対する 
医療の提供 ④後方支援 ⑤人材派遣

協定の内容 病床を確保し（※1）、�
入院医療を実施

発熱症状のある者の
外来を実施

自宅療養者等（※2）に対し、
・��病院・診療所により、往診等、
電話・オンライン診療
・�薬局により、医薬品対応等
・��訪問看護事業所により、訪問
看護等を実施

　�（左記の病床確保等
を行う協定締結医
療機関を支援する
ため、）
医療機関において、
　①�感染症患者以外

の患者の受入
　②�感染症から回
復後に入院が
必要な患者の
転院の受入を
実施

　�（感染症対応の支援
を要する医療機関
等を応援するた
め、）
医療機関において、
　①�感染症患者に
医療を提供す
る者

　②�感染症予防等
に従事する関
係者を医療機
関等に派遣

実施主体と
指定要件

第1種協定指定医療機関
　①�従事者への感染防止措置
　②�動線分離等の院内感染対策
　③�都道府県知事からの要請へ
の対応に必要な入院医療提
供体制の整備

第2種協定指定医療機関
　①�従事者への感染防止措置
　②�動線分離等の院内感染対策
　③�都道府県知事からの要請
への対応に必要な診療・
検査体制の整備

第2種協定指定医療機関
　①�従事者への感染防止措置
　②�都道府県知事からの要請への対
応に必要な、往診等、電話・オ
ンライン診療、調剤・医薬品等
交付・服薬指導、訪問看護を行
う体制の整備

数値
目標

（全国での
数値目標）

＜予防計画＞

新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指す
①流行初期
（ 3 カ月を 

基本）
約1.9万床 約1500機関

・病院・診療所（約2.7万機関）
・薬局（約2.7万機関）
・訪問看護事業所（約2800機関）

約3700機関

・�医師�
（約2100人）
・�看護師�
（約4000人）

②流行初期
以降

（ 6 カ月以内）

約5.1万床 約4.2万機関
流行初期以降開始時点：�

①＋約1.6万床�
（公的医療機関等）

流行初期以降開始時点：�
①＋約3800機関�
（公的医療機関等）

流行初期医療確保
措置の要件

（参酌して都道府県知事が�
定める基準）

①�発生の公表後（※3）、都道
府県知事の要請後1週間
以内を目途に措置を実施
②�30床以上の病床の確保
③�一般患者への対応につい
て、後方支援を行う医療
機関との連携も含めあら
かじめ確認

①�発生の公表後（※3）、都
道府県知事の要請後1
週間以内を目途に措置
を実施
②�1日あたり20人以上の
発熱患者を診察

─ ─ ─

※1　新興感染症患者対応の病床を確保し、重症者用病床や、精神疾患を有する患者、妊産婦、小児等の特に配慮を有する患者を受け入れる病床の確保も図る
※2　宿泊療養者、高齢者施設、障害者施設等の入所者を含む
※3　全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある等の新興感染症が発生したと位置付ける旨の公表

改正感染症法等に基づく協定に関する説明会

　改正感染症法等に基づく協定に関する説明会が8月24日、日本
医師会館にてオンラインとのハイブリッド会議で、令和5年度都
道府県医師会感染症医療提供体制担当理事連絡協議会と兼ねる形
で開催された。
　当日は、厚生労働省からの改正感染症法等の概要説明の後、釜
萢敏常任理事が日本医師会の考え方を説明。その後は都道府県医
師会と役員との間で活発な質疑応答が行われた。
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日
医
か
か
り
つ
け
医
機
能

研
修
制
度
令
和
５
年
度
応
用

研
修
会
（
第
１
回
）
が
８
月

27
日
、
日
本
医
師
会
館
大
講

堂
で
開
催
さ
れ
、
34
都
道
府

県
医
師
会
の
受
講
会
場
に
も

同
時
中
継
さ
れ
た
。

冒
頭
あ
い
さ
つ
し
た
松
本

吉
郎
会
長
は
、
全
国
各
地
で

病
院
・
診
療
所
、
診
療
科
を

問
わ
ず
、
多
く
の
医
師
が
患

者
と
の
信
頼
関
係
の
下
、
地

域
医
療
を
支
え
る
べ
く
、
か

か
り
つ
け
医
機
能
を
発
揮
し

て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
す

と
と
も
に
、
「
日
本
医
師
会

と
し
て
も
、
引
き
続
き
先
生

方
が
か
か
り
つ
け
医
と
し
て

患
者
や
地
域
医
療
へ
の
貢
献

を
継
続
で
き
る
よ
う
、
全
力

を
尽
く
し
て
い
く
」
と
述
べ

た
。続

い
て
、
６
題
の
講
義
が

行
わ
れ
た
。

講
義
１
「
今
後
の
新
興
感

染
症
を
踏
ま
え
た
感
染
対

策
」
で
は
、
大
曲
貴
夫
国
立

国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
国

際
感
染
症
セ
ン
タ
ー
長
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
つ
い
て
、
（
１
）
感
染
性

が
高
い
、
（
２
）
罹り

か

ん患
す
る

と
循
環
器
系
を
始
め
と
す
る

健
康
問
題
の
リ
ス
ク
が
高
ま

る
、
（
３
）
高
齢
者
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る

─
と
い

っ
た
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
今

後
も
対
応
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
指
摘
。
今
後
の
課

題
と
し
て
は
、
「
診
断
を
い

か
に
早
期
に
行
う
か
」
「
患

者
に
い
か
に
早
く
治
療
薬
を

届
け
る
か
」
「
陽
性
者
に
曝

露
さ
れ
た
患
者
に
予
防
投
薬

す
る
た
め
の
薬
の
開
発
」
等

を
挙
げ
た
。

次
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の

備
え
に
つ
い
て
は
、
「
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
と
認
定
さ
れ
る
ま

で
に
患
者
を
受
け
止
め
ら
れ

る
体
制
づ
く
り
」
や
「
流
行

が
長
く
続
く
こ
と
を
踏
ま
え

て
患
者
数
が
激
増
し
た
場
合

に
備
え
た
体
制
づ
く
り
」
が

求
め
ら
れ
る
と
し
た
他
、
今

後
の
新
興
感
染
症
を
踏
ま

え
、
か
か
り
つ
け
医
が
行
う

感
染
症
一
般
へ
の
対
応
と
し

て
、
①
症
候
群
で
分
類
し
て
、

感
染
症
対
応
を
確
立
す
る
②

地
域
連
携
の
強
化
を
図
る
③

情
報
収
集
方
法
を
確
立
す
る

─
な
ど
が
必
要
に
な
る
と

の
考
え
を
示
し
た
。

講
義
２
「
介
護
保
険
制
度

に
お
け
る
医
療
提
供
と
生
活

期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」

で
は
、
江
澤
和
彦
常
任
理
事

が
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
を
明
示
し
た
上
で
そ
の
内

容
を
概
説
し
た
。

同
常
任
理
事
は
改
善
す
べ

き
課
題
と
し
て
、
①
高
額
な

薬
を
使
用
し
て
い
る
人
は
介

護
老
人
保
健
施
設
で
受
け
入

れ
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
②
高
齢
者
施
設
に
お
い
て

「
胃
ろ
う
」
が
増
え
て
い
た

た
め
、
「
経
鼻
経
管
栄
養
」

を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ス

タ
ッ
フ
が
増
え
て
い
る
③
介

護
施
設
・
福
祉
施
設
か
ら
医

療
機
関
に
入
院
す
る
患
者
の

75
％
が
急
性
期
一
般
入
院
基

本
料
を
算
定
す
る
病
棟
に
入

院
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち

「
誤ご

え

ん嚥
性
肺
炎
」
が
14
％
を

占
め
て
最
多
で
あ
り
、
そ
の

中
に
は
地
域
連
携
ケ
ア
病
棟

等
で
対
応
可
能
な
症
例
が
混

在
し
て
い
る
④
口
腔
・
栄

養
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
取
り
組
み
を
い
か
に
一
体

的
に
提
供
す
る
か

─
等
が

あ
る
と
指
摘
。

そ
の
上
で
、
「
要
介
護
と

な
っ
た
方
々
を
医
療
と
介
護

の
連
携
に
よ
り
、
い
か
に
支

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か

が
、
我
々
の
大
き
な
役
割
に

な
る
」
と
強
調
し
、
参
加
者

に
引
き
続
き
の
協
力
を
求
め

た
。講

義
３
「
口
腔
・
栄
養
・

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
多

職
種
協
働
に
よ
る
一
体
的
取

組
」
で
は
、
ま
ず
、
松
尾
浩

一
郎
東
京
医
科
歯
科
大
学
大

学
院
地
域
・
福
祉
口
腔
機
能

管
理
学
分
野
教
授
が
「
健
康

長
寿
の
た
め
の
口
腔
機
能
管

理
と
口
腔
衛
生
管
理
の
す
す

め
」
と
し
て
、
口
腔
ケ
ア
の

重
要
性
を
①
口
腔
衛
生
管
理

②
口
腔
機
能
管
理

─
に
分

け
て
説
明
し
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｔ

（Oral Health Assessment 

Tool

）
を
使
っ
た
口
腔
ケ
ア

の
標
準
化
の
試
み
を
紹
介
。

口
腔
問
題
を
共
通
言
語
化
す

る
こ
と
で
、
連
携
ツ
ー
ル
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

と
し
、
か
か
り
つ
け
医
が
日

常
診
療
に
お
い
て
留
意
す
べ

き
口
腔
内
の
所
見
の
ポ
イ
ン

ト
を
踏
ま
え
た
歯
科
へ
の
連

携
に
言
及
し
た
。

ま
た
、
②
に
関
し
て
は
、

自
院
の
取
り
組
み
「
カ
ム
カ

ム
健
康
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
紹

介
。
口
腔
機
能
管
理
に
お
い

て
は
、
咀そ

し
ゃ
く嚼
と
栄
養
を
関
連

さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
し
た
。

矢
野
目
英
樹
相
澤
病
院
栄

養
科
長
は
、
「
管
理
栄
養
士

に
よ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導

の
ニ
ー
ズ
」
と
し
て
、
多
職

種
の
連
携
の
下
、
自
院
で
２

０
１
５
年
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
在
宅
医
療
に
お
け
る
栄

養
食
事
管
理
の
概
要
を
説

明
。
か
か
り
つ
け
医
の
日
常

診
療
に
お
け
る
栄
養
状
態
の

所
見
の
要
点
や
居
宅
療
養
管

理
指
導
の
指
示
を
始
め
と
す

る
管
理
栄
養
士
と
の
連
携
に

つ
い
て
触
れ
る
と
と
も
に
、

今
後
の
課
題
と
し
て
、
栄
養

に
関
す
る
情
報
が
多
職
種
間

で
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
挙
げ
、
管
理
栄
養

士
及
び
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
活
用
を
求
め

た
。

講
義
４
「
日
常
診
療
で
留

意
す
る
皮
膚
科
・
眼
科
・
耳

鼻
科
の
症
候
」
で
は
、
浅
井

俊
弥
浅
井
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ

ク
院
長
が
、
水
痘
・
帯
状
疱

疹
・
単
純
ヘ
ル
ペ
ス
を
代
表

例
と
し
て
、
帯
状
疱
疹
と
単

純
ヘ
ル
ペ
ス
の
鑑
別
、
迅
速

キ
ッ
ト
を
活
用
し
た
診
断
や

早
期
の
治
療
薬
の
処
方
、
50

歳
以
上
の
予
防
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

毛
塚
剛
司
毛
塚
眼
科
医
院

長
は
、
眼
科
専
門
医
で
は
な

い
か
か
り
つ
け
医
が
見
逃
し

て
は
い
け
な
い
症
候
と
し
て

「
視
力
低
下
」
「
視
野
狭
窄
」

「
結
膜
充
血
」
な
ど
に
つ
い

て
説
明
す
る
と
と
も
に
、「
状

況
に
応
じ
て
、
専
門
医
に
紹

介
し
て
欲
し
い
」と
述
べ
た
。

永
田
博
史
山
王
病
院
耳
鼻

咽
喉
科
頭
頸
部
外
科
部
長

は
、
耳
鼻
咽
喉
科
で
の
精
査

が
必
要
な
、の
ど
・
め
ま
い
・

頸
部
・
耳
・
鼻
な
ど
の
症
候

を
概
説
。
特
に
の
ど
の
痛
み

が
あ
り
、
呼
吸
苦
や
嗄さ

せ

い声
を

伴
う
場
合
に
は
喉
頭
の
急
性

炎
症
を
疑
い
、
早
急
に
耳
鼻

咽
喉
科
へ
紹
介
し
て
欲
し
い

と
訴
え
た
。

講
義
５
「
尊
厳
の
保
持
と

自
立
支
援
の
た
め
の
認
知
症

ケ
ア
と
生
活
支
援
」
で
は
、

山
口
晴
保
群
馬
大
学
名
誉
教

授
が
「
本
人
・
家
族
・
医
療

者
のwell-being

を
め
ざ
し

て
」
と
題
し
て
、
脳
科
学
の

観
点
か
ら
認
知
症
の
理
解
を

深
め
た
上
で
、
非
薬
物
療
法

を
基
本
と
し
た
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ

（
認
知
症
患
者
に
し
ば
し
ば

生
じ
る
、
知
覚
認
識
・
思
考

内
容
・
気
分
・
行
動
の
障
害

に
よ
る
症
状
）
の
予
防
に
つ

い
て
解
説
。
脳
の
活
性
化
を

促
す
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
５
原
則
を
提
示
し
た
他
、

Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
を
本
人
か
ら
の
Ｓ

Ｏ
Ｓ
サ
イ
ン
と
捉
え
た
生
活

支
援
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ケ
ア
な

ど
、
人
と
し
て
復
権
す
る
こ

と
を
理
念
と
し
た
認
知
症
ケ

ア
に
つ
い
て
具
体
例
を
交
え

て
概
説
し
、
「
最
も
重
要
な

こ
と
は
『
本
人
視
点
・
本
人

の
気
持
ち
』を
理
解
・
共
感
・

受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と

し
た
。

講
義
６
「
症
例
検
討
～
意

思
決
定
を
尊
重
し
た
看
取
り

／
フ
レ
イ
ル
の
改
善
へ
向
け

た
取
組
～
」
で
は
、

木
暢

医
師
（
多
摩
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク

リ
ニ
ッ
ク
）
が
85
歳
の
患
者

を
例
に
看
取
り
ま
で
の
経
過

を
解
説
し
、
「
意
思
決
定
の

場
面
で
は
医
学
的
な
情
報
提

供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
人
や

家
族
の
意
向
を
共
有
す
る
た

め
に
、
医
療
者
・
介
護
ケ
ア

ス
タ
ッ
フ
も
含
め
て
話
し
合

い
を
重
ね
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
」
と
述
べ
た
。

一
方
、
荒
井
康
之
生
き
い

き
診
療
所
・
ゆ
う
き
院
長
は

リ
ハ
ビ
リ
・
栄
養
管
理
・
疼

痛
管
理
に
よ
る
、
96
歳
の
フ

レ
イ
ル
改
善
症
例
を
解
説
。

特
に
神
経
筋
骨
格
の
障
害
が

な
い
廃
用
が
原
因
の
場
合
は

回
復
の
可
能
性
が
あ
り
、「
中

心
に
据
え
る
べ
き
は
そ
の
人

の
生
き
方
、
大
切
に
し
た
い

も
の
の
維
持
で
あ
る
」
と
強

調
す
る
と
と
も
に
、
「
患
者

の
生
活
や
生
き
方
ま
で
も
把

握
す
る
か
か
り
つ
け
医
は
、

可
逆
性
で
あ
る
フ
レ
イ
ル
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
し
た
。

講
義
終
了
後
、

田
徹
副

会
長
が
閉
会
の
あ
い
さ
つ
を

行
い
、
研
修
会
は
終
了
と
な

っ
た
。

そ
の
他
、
当
日
は
茂
松
茂

人
副
会
長
か
ら
、
「
日
本
医

師
会
か
か
り
つ
け
医
診
療
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
事
業
（
Ｊ

─

Ｄ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
）」
の
概
要
に
つ

い
て
も
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

キーワード 日医かかりつけ医機能研修制度とは
日医かかりつけ医機能研修制度は、今後の更なる少子高齢社会を見据え、地域

住民から信頼される「かかりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、その能力を維持・
向上することを目的として、平成28年4月に創設したもので、応用研修会は中央研
修として年1回以上毎年行っている。

令和4年度までに、本研修制度の修了者数は延べ12,578名、応用研修会の受
講者数は延べ58,437名となっている。

なお、日本医師会では、今年度、10月1日、11月3日の2回、本研修会の録画
映像をWEBによりライブ配信する研修会を開催する予定としている。本紙にも案
内を掲載するのでぜひ、受講願いたい。

日
医
か
か
り
つ
け
医
機
能
研
修
制
度
令
和
５
年
度
応
用
研
修
会（
第
１
回
）

か
か
り
つ
け
医
機
能
の

                    

更
な
る
充
実
・
向
上
を
目
指
し
て
開
催

　日医かかりつけ医機能研修制度令和
5年度応用研修会のテキストにつきま
しては、日本医師会ホームページ「医
師のみなさまへ」の中の「日医かかり
つけ医機能研修制度」に掲載されてい
ますので、ご活用願います。
https://www.med.or.jp/doctor/kakari/
kakarieizou/

お知らせ
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令和6年度 医療に関する税制要望
令和5年8月 

公益社団法人日本医師会

１		社会保険診療等に係る消費税制度の見直し
	 	社会保険診療等に係る消費税について、診療所においては非課税のまま診療報酬上の補てんを継
続しつつ、病院においては軽減税率による課税取引に改めること

─消費税─
２		医業承継時の相続・贈与に関する税制措置
　（1）医療法人の出資に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設
　（2）医療法人の出資の評価方法の改善
　（3）基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設等
　（4）認定医療法人制度に係る税制措置の拡充
　（5）出資額限度法人の持分の相続税・贈与税課税の改善

─相続税・贈与税・所得税─
３		医療機関に対する事業税特例措置の存続
　（1）社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続
　（2）医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税軽減措置の存続

─事業税─
４		新興感染症対応に関する税制措置
　（1）流行初期医療確保措置に係る収入に対する事業税非課税措置等
　（2）	救急医療等確保事業への新興感染症対応（6事業目）の追加に伴う社会医療法人に対する税

制措置の拡充
　（3）	社会医療法人・認定医療法人等の認定要件等における補助金収入の取扱いの見直し

─法人税・相続税・贈与税・事業税・固定資産税・不動産取得税等─
５		災害に備えた医療機関の強靭化を支援するための税制措置
　（1）	医療機関が取得した耐震構造建物、防災構造施設・設備等に係る税制上の特例措置創設
　（2）	中小企業防災・減災投資促進税制について医療法人等の非営利法人を適用対象に加えること

─所得税・法人税・固定資産税・不動産取得税─
６		地域医療構想の実現に資する設備に関する税制措置
　（1）地域医療構想実現に向けた再編計画に係る不動産取得税軽減措置の延長
　（2）	構想適合病院用建物等に係る特別償却制度について、税額控除の導入、特別償却率の引き上

げの措置を講ずること
─所得税・法人税・不動産取得税─

７		医療の高度化・医療提供体制の確保に資する設備に関する税制措置
　（1）	医療機関における医療DXへの対応及び省エネルギー化に資する設備投資等について、即時

償却又は税額控除（10％）を選択適用できる措置を講ずること
　（2）	医療用機器等の特別償却制度について、中小企業経営強化税制と同等の措置が受けられるよ

う、以下の措置を講ずること
	　　①	医療用機器の特別償却制度について、適用対象となる取得価額を160万円に引き下げ、10％

の税額控除又は即時償却の選択適用
	　　②	勤務時間短縮用設備等に係る特別償却制度について、税額控除の導入、特別償却率の引き上

げの措置
　（3）	中小医療機関の設備投資を支援するため、以下の①又は②のいずれかの措置を講ずること
	　　①	中小企業経営強化税制の対象設備に、医療保健業の用に供する医療用機器及び建物附属設備

を追加
	　　②①と同等の新たな税制措置を創設
　（4）	医療用機器について、（2）①の措置と（3）の措置の選択適用ができるようにすること
　（5）病院・診療所用建物の耐用年数の短縮

─所得税・法人税─
８		医療機関が取得する償却資産に係る固定資産税についての所要の税制措置
　（1）	医療機関における医療DXへの対応及び省エネルギー化に資する設備投資について、一定期

間の固定資産税の非課税措置を講ずること
　（2）	生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置について医

療法人等の非営利法人を適用対象に加えること
　（3）	医療機関が取得する新規の器具・備品や建物附属設備などの償却資産の投資に係る固定資産

税軽減措置を全国一律の要件で適用する措置として講ずること
　（4）固定資産税の償却資産の申告期限を法人税申告期限と統一すること

─固定資産税─
９		社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階税制）存続

─所得税・法人税─
10		公益法人等に関する所要の税制措置
　（1）	医師会について	

開放型病院等の法人税非課税措置の拡充、開放型病院等の固定資産税等非課税措置の恒久化、
その他の措置

　（2）	一定の医療保健業を行う非営利型法人等に係る固定資産税等軽減措置及び公益目的事業とし
て行う医療保健業に係る固定資産税等軽減措置

─法人税・固定資産税・不動産取得税・登録免許税─

な
線
引
き
を

行
っ
た
。

２
の
医
業

承
継
時
の
相

続
・
贈
与
に

関
す
る
税
制

措
置
で
は
、

医
療
法
人
の
出
資
に
係
る
相

続
税
及
び
贈
与
税
の
納
税
猶

予
制
度
の
創
設
を
始
め
と
す

る
五
つ
の
項
目
を
掲
げ
て
い

る
。
３
で
は
、
地
域
に
お
い

て
医
療
機
関
が
果
た
す
公
共

的
な
役
割
を
踏
ま
え
、
地
方

税
た
る
事
業
税
の
特
例
措
置

の
存
続
を
強
く
求
め
て
い
る
。

４
の
新
興
感
染
症
対
応
に

関
す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て

は
、
改
正
感
染
症
法
等
に
よ

り
導
入
さ
れ
る
流
行
初
期
医

療
確
保
措
置
に
係
る
収
入
に

対
す
る
事
業
税
の
非
課
税
措

置
や
、
救
急
医
療
等
確
保
事

業
に
新
興
感
染
症
対
応
が
追

加
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
社
会

医
療
法
人
の
非
課
税
要
件
の

見
直
し
を
新
規
要
望
と
し
て

掲
げ
た
。

５
で
は
、
災
害
に
備
え
た

医
療
機
関
の
強

き
ょ
う
じ
ん靭

化
を
支
援

す
る
た
め
、
医
療
機
関
が
取

得
し
た
耐
震
構
造
建
物
、
防

災
構
造
施
設
・
設
備
等
に
係

る
税
制
上
の
特
例
措
置
創
設

等
を
要
望
。
ま
た
、
６
で
は
、

地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向

け
た
再
編
計
画
に
沿
っ
て
取

得
し
た
土
地
・
建
物
に
つ
い

て
、
不
動
産
取
得
税
を
２
分

の
１
に
軽
減
す
る
措
置
の
延

長
等
を
挙
げ
て
い
る
。

７
の
医
療
の
高
度
化
や
医

療
提
供
体
制
の
確
保
に
資
す

る
設
備
に
関
す
る
税
制
措
置

で
は
、
現
在
の
医
療
用
機
器

等
の
特
別
償
却
制
度
の
拡
充

等
に
加
え
て
、
医
療
Ｄ
Ｘ
へ

の
対
応
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

化
に
資
す
る
設
備
投
資
等
に

関
す
る
税
制
措
置
（
即
時
償

却
又
は
10
％
の
税
額
控
除
）

を
新
規
に
要
望
。

９
の
社
会
保
険
診
療
報
酬

の
所
得
計
算
の
特
例
措
置

（
い
わ
ゆ
る
四
段
階
税
制
）

に
つ
い
て
は
、
小
規
模
医
療

機
関
の
経
営
安
定
と
地
域
医

療
確
保
の
た
め
に
、
引
き
続

き
存
続
を
強
く
要
望
し
、
10

で
は
、
公
益
法
人
等
に
所
要

の
税
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
要
望
し
た
。

今
後
は
年
末
の
「
令
和
６

年
度
税
制
改
正
大
綱
」
決
定

に
向
け
て
、
本
要
望
実
現
の

た
め
政
府
与
党
な
ど
へ
の
働

き
掛
け
を
強
化
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
る
。

日
本
医
師
会
は
こ
の
ほ

ど
、
「
令
和
６
年
度 

医
療
に

関
す
る
税
制
要
望
」
を
取
り

ま
と
め
、
厚
生
労
働
省
に
要

望
を
提
出
。
併
せ
て
、
９
月

６
日
に
は
宮
川
政
昭
常
任
理

事
が
定
例
記
者
会
見
で
そ
の

内
容
を
説
明
し
た
。

本
要
望
は
、
日
本
医
師
会

医
業
税
制
検
討
委
員
会
で
検

討
が
行
わ
れ
、
８
月
８
日
開

催
の
令
和
５
年
度
第
14
回
常

任
理
事
会
で
決
定
し
た
も
の

で
あ
り
、
別
掲
の
10
項
目
で

構
成
。
社
会
保
険
診
療
等
に

係
る
消
費
税
制
度
の
見
直
し

や
医
業
承
継
時
の
税
制
措

置
、
事
業
税
の
特
例
措
置
の

存
続
に
加
え
て
、
新
興
感
染

症
対
応
、
災
害
へ
の
備
え
、

地
域
医
療
構
想
の
実
現
と
い

っ
た
政
策
目
的
に
対
応
す
る

税
制
措
置
の
要
望
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。

１
の
社
会
保
険
診
療
等
に

係
る
消
費
税
制
度
に
つ
い
て

は
、
「
診
療
所
に
お
い
て
は

非
課
税
の
ま
ま
診
療
報
酬
上

の
補
て
ん
を
継
続
し
つ
つ
、

病
院
に
お
い
て
は
軽
減
税
率

に
よ
る
課
税
取
引
に
改
め
る

こ
と
」
を
要
望
。
昨
年
度
の

要
望
で
は
、
「
小
規
模
医
療

機
関
等
」
は
非
課
税
の
ま
ま

診
療
報
酬
上
の
補
て
ん
を
継

続
、
「
一
定
規
模
以
上
の
医

療
機
関
」
は
軽
減
税
率
に
よ

る
課
税
取
引
と
し
た
が
、
今

年
度
の
要
望
で
は
「
診
療
所
」

と
「
病
院
」
と
し
、
具
体
的

消
費
税
問
題
や
承
継
税
制
の
改
善
、事
業
税
特
例
措
置
や

 

四
段
階
税
制
の
存
続
、新
興
感
染
症
対
応
に
関
す
る
税
制
措
置
等
を
要
望

「
令
和
６
年
度 

医
療
に
関
す
る
税
制
要
望
」ま
と
ま
る
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社会保障審議会医療保険部会、医療部会

次期診療報酬改定に関する
  基本方針策定に向けた議論がスタート

８
月
６
日
は
被
爆
地
広
島

に
と
っ
て
特
別
な
日
で
あ

る
。
核
兵
器
と
し
て
人
類
史

上
初
め
て
原
子
爆
弾
が
投
下

さ
れ
、
14
万
人
も
の
尊

と
う
と

い
命

が
失
わ
れ
た
。
広
島
県
人
で

あ
る
私
は
毎
年
平
和
を
祈
念

す
る
日
と
し
て
粛
々
と
原
爆

の
日
を
過
ご
し
て
き
た
が
、

78
年
目
を
迎
え
る
今
年
は
例

年
と
少
し
違
う
。

核
兵
器
の
使
用
は
壊
滅
的

な
人
道
上
の
大
惨
事
を
招

き
、
世
界
を
恐
怖
に
陥
れ
る

こ
と
か
ら
、
国
際
社
会
は
そ

の
使
用
を
容
認
し
な
い
姿
勢

を
示
し
、
お
陰
で
広
島
、
長

崎
以
降
は
実
戦
で
使
用
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
昨
年

か
ら
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
で
は
、

戦
況
に
よ
っ
て
は
核

兵
器
使
用
も
現
実
問

題
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
５
月
の
広
島
Ｇ

７
サ
ミ
ッ
ト
で
は
各
国
首

脳
、
と
り
わ
け
核
保
有
の
米

国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
招

待
国
の
イ
ン
ド
、
そ
し
て
、

今
最
も
核
の
危
機
に
直
面
し

て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ

ン
ス
キ
ー
大
統
領
も
、
被
爆

地
広
島
を
訪
れ
た
こ
と
は
画

期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

更
に
、
平
和
祈
念
資
料
館

も
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

彼
ら
に
悲
惨
な
被
爆
の
実
相

が
伝
わ
っ
た
も
の

と
思
う
。

被
爆
者
は
自
身

の
悲
惨
な
経
験
を

二
度
と
人
類
に
体
験
さ
せ
た

く
な
い
と
考
え
、
核
兵
器
の

な
い
平
和
な
世
界
を
願
っ
て

い
る
。
唯
一
の
被
爆
国
日
本

も
そ
う
訴
え
る
権
利
と
義
務

が
あ
る
。

し
か
し
、
核
兵
器
廃
絶
を

目
指
す
２
０
２
１
年
発
効
の

核
兵
器
禁
止
条
約
（
Ｔ
Ｐ
Ｎ

Ｗ
）
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、

核
保
有
国
は
全
て
未
加
入
。

米
国
の
核
抑
止
力
の
傘
に
入

る
日
本
も
核
兵
器
不
拡
散
条

約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
の
加
入
の
み

で
、
Ｔ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
に
は
加
入
し

て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
医
師
も
核
戦
争

防
止
国
際
医
師
会
議
（
Ｉ
Ｐ

Ｐ
Ｎ
Ｗ
）
を
通
じ
て
、
医
学

的
立
場
か
ら
実
効
的
活
動
を

行
い
、
こ
の
危
機
に
対
応
し

た
い
。

�

（
グ
リ
ー
ン
）

今
年
の
８
月
６
日
は
違
う 社

会
保
障
審
議
会
医
療
保

険
部
会
が
８
月
24
日
に
都
内

で
、
医
療
部
会
が
翌
25
日
に

都
内
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
で
そ
れ

ぞ
れ
開
催
さ
れ
、
次
期
診
療

報
酬
改
定
に
関
す
る
基
本
方

針
の
策
定
に
向
け
て
、
各
委

員
か
ら
の
意
見
聴
取
が
行
わ

れ
た
。

医
療
保
険
部
会
に
出
席
し

た
猪
口
雄
二
副
会
長
は
、「
骨

太
の
方
針
２
０
２
３
」
に
お

い
て
次
期
ト
リ
プ
ル
改
定
で

は
物
価
高
騰
、
賃
金
上
昇
等

の
影
響
を
踏
ま
え
、
患
者
・

利
用
者
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
必
要

な
対
応
を
行
う
旨
が
記
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た

対
応
を
す
る
よ
う
要
求
。
更

に
26
年
間
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
な
い
食
事
療
養
費
の
改

定
や
、
新
興
感
染
症
に
も
対

応
で
き
る
よ
う
な
診
療
報
酬

上
の
評
価
、
働
き
方
改
革
に

関
す
る
診
療
報
酬
上
の
評
価

の
維
持
・
継
続
な
ど
も
要
望

し
た
。

医
療
部
会
で
は
、

田
徹

副
会
長
が
ま
ず
、
令
和
６
年

度
は
診
療
報
酬
、
介
護
報
酬
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬

の
ト
リ
プ
ル
改
定
と
な
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
（
１
）

物
価
高
騰
に
対
応
し
た
賃
金

上
昇
を
反
映
す
る
、
（
２
）

有
床
診
療
所
を
含
む
全
て
の

医
療
機
関
の
経
営
状
況
を
安

定
さ
せ
る
、
（
３
）
医
療
人

材
を
確
保
す
る

─
こ
と
な

ど
の
必
要
性
を
訴
え
た
他
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
医
療
体
制

維
持
の
た
め
、
地
域
に
密
着

し
た
医
療
機
関
を
適
切
に
評

価
す
る
重
要
性
や
、
再
び
新

興
感
染
症
が
発
生
し
た
場

合
、
対
応
可
能
な
体
制
や
シ

ス
テ
ム
構
築
を
診
療
報
酬
で

し
っ
か
り
評
価
す
る
必
要
性

を
強
調
し
た
。

ま
た
、
釜

敏
常
任
理
事

は
、
「
医
療
業
界
の
み
待
遇

改
善
が
進
ま
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
人
が
集
ま
ら

な
く
な
る
」
と
危
機
感
を
示

し
、
次
期
改
定
で
医
療
従
事

者
の
待
遇
改
善
が
進
む
こ
と

を
強
く
要
望
し
た
。

な
お
、
こ
の
日
の
部
会
を

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
り
、

委
員
を
退
任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
釜

常
任
理
事
は
最
後

に
あ
い
さ
つ
を
行
い
、
今
後

は
、
医
療
部
会
で
の
議
論
が

政
策
に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ

て
い
る
か
検
証
す
る
こ
と
の

必
要
性
を
提
言
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理

が
示
さ
れ
る
─
中
医
協

一
方
、
個
別
項
目
に
関
す

る
一
巡
目
の
議
論
を
終
え
た

中
医
協
で
は
８
月
30
日
、
総

会
が
行
わ
れ
、
令
和
５
年
４

月
か
ら
開
始
さ
れ
た
、
令
和

６
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
関

す
る
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の

内
容
及
び
意
見
を
整
理
し
た

概
要
が
厚
生
労
働
省
事
務
局

か
ら
報
告
さ
れ
た
。

同
総
会
で
は
、
令
和
５
年

４
月
か
ら
こ
れ
ま
で
の
間
に
、

（
１
）
医
療
Ｄ
Ｘ
、（
２
）
医
療

計
画
、（
３
）
働
き
方
改
革
の

推
進
、（
４
）
外
来
、（
５
）
入

院
、（
６
）
在
宅
、（
７
）
歯
科
、

（
８
）
感
染
症
、（
９
）
調
剤
、

（
10
）
小
児
周
産
期

─
に

つ
い
て
、
１
回
な
い
し
２
回

の
議
論
を
行
っ
て
き
て
お

り
、
資
料
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の

項
目
に
つ
い
て
、「
現
状
と
課

題
」
「
論
点
」
「
主
な
意
見
」

に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

各
項
目
の
中
で
議
論
と
な

っ
た
主
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

は
、

（
１
）
で
は
、
①
医
療
情

報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
②
診

療
報
酬
改
定
施
行
時
期
後
ろ

倒
し
③
電
子
処
方
箋せ

ん

④
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
⑤
医
療

Ｄ
Ｘ
に
よ
る
医
療
従
事
者
の

勤
務
環
境
改
善

（
２
）
で
は
、
①
救
急
医

療
②
災
害
医
療
③
へ
き
地
医

療
④
周
産
期
医
療
⑤
小
児
医

療　

等

（
３
）
で
は
、
①
働
き
方

改
革
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
経

緯
②
医
師
の
働
き
方
改
革
に

係
る
取
組
へ
の
評
価
③
タ
ス

ク
シ
ェ
ア
・
タ
ス
ク
シ
フ
ト

に
対
す
る
評
価
④
医
療
従
事

者
の
負
担
軽
減
等
に
対
す
る

評
価

（
４
）
で
は
、
①
か
か
り

つ
け
医
機
能
・
医
療
機
関
連

携
②
生
活
習
慣
病
対
策
③
外

来
機
能
の
分
化
の
推
進
④
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療

（
５
）
で
は
、
①
総
論
・

急
性
期
／
高
度
急
性
期
入
院

医
療
②
回
復
期
入
院
医
療
③

慢
性
期
入
院
医
療　

等

（
６
）
で
は
、
①
在
宅
医

療
を
取
り
ま
く
状
況
②
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
在
宅
医
療
③
訪
問
診
療
・

往
診
等
に
係
る
診
療
報
酬
上

の
評
価　

等

（
８
）
で
は
、
①
新
興
感

染
症
発
生
・
ま
ん
延
時
に
お

け
る
医
療
②
新
興
感
染
症
以

外
の
感
染
症
に
対
す
る
医
療

③
薬
剤
耐
性
対
策

（
９
）
で
は
、
①
服
薬
指

導
・
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
②

重
複
投
薬
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
及
び
残
薬
等
へ
の
対
応

③
医
療
機
関
と
薬
局
の
連
携

等
④
薬
局
の
体
制
に
関
す
る

評
価　

等

（
10
）
で
は
、
①
小
児
外

来
医
療
等
②
小
児
急
性
期
医

療
体
制
③
小
児
高
度
急
性
期

医
療
体
制
④
医
療
的
ケ
ア
児

⑤
小
児
の
緩
和
ケ
ア
医
療
⑥

周
産
期
医
療

─
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
、
「
そ
の
他
の
了
解

さ
れ
た
事
項
」
と
し
て
、
令

和
６
年
度
診
療
報
酬
改
定
施

行
時
期
の
後
ろ
倒
し
が
了
承

さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

今
後
、
中
医
協
で
は
次
期

診
療
報
酬
改
定
に
向
け
、
引

き
続
き
議
論
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

─
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
は
、
「
有
床
診

療
所
は
入
院
で
き
る
、
い
わ

ば
究
極
の
か
か
り
つ
け
医
機

能
を
担
い
、
支
え
る
医
療
の

観
点
か
ら
も
、
医
療
の
継
続

性
の
観
点
か
ら
も
、
ま
ち
の

中
に
あ
る
身
近
な
安
心
で
き

る
医
療
機
関
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
主
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
て
、
有
床
診
療
所
の
役
割

を
強
調
。
そ
の
一
方
で
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
る
経
営
状
況
の

悪
化
や
最
近
の
過
酷
な
物
価

上
昇
へ
の
対
応
、
少
子
高
齢

化
に
伴
う
人
材
不
足
等
に
よ

り
、
地
域
で
将
来
的
な
活
躍

が
望
ま
れ
る
有
床
診
療
所
の

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に

陥
っ
て
い
る
と
し
て
、
必
要

な
診
療
報
酬
等
の
対
応
を
求

め
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
７

点
を
挙
げ
て
い
る
。

（
１
）
─

①

基

本

診

療

料

（
初
・
再
診
料
、
入
院
基
本

料
）
の
大
幅
な
引
き
上
げ

（
１
）
─

②
平
成
９
年
消
費

税
率
引
き
上
げ
時
に
引
き
上

げ
ら
れ
て
以
来
、
見
直
さ
れ

て
い
な
い
入
院
時
食
事
療
養

費
の
引
き
上
げ

（
２
）
有
床
診
療
所
回
復
期

病
床
入
院
基
本
料
（
有
床
診

療
所
で
回
復
期
を
担
う
病
床

に
関
わ
る
診
療
報
酬
）
の
新

設（
３
）
有
床
診
療
所
療
養
病

床
の
看
護
職
員
配
置
基
準
に

つ
い
て
（
２
０
２
４
年
４
月

１
日
以
降
も
６
対
１
で
の
継

続
等
、
柔
軟
な
取
り
扱
い
を

認
め
る
、
６
対
１
の
継
続
が

難
し
い
場
合
に
は
４
対
１
へ

の
移
行
が
困
難
な
有
床
診
療

所
療
養
病
床
が
一
般
病
床
へ

の
転
換
が
可
能
と
な
る
こ
と

を
認
め
る
）

（
４
）
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
問

題
に
つ
い
て
（
消
防
法
施
行

の
直
前
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

を
整
備
し
た
場
合
や
新
基
準

を
満
た
さ
な
い
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
の
設
備
更
新
も
補
助
制

度
の
対
象
と
す
る
な
ど
）

（
５
）
介
護
医
療
院
の
食
事

基
準
費
用
額
の
引
き
上
げ

（
６
）
介
護
支
援
専
門
員
の

ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
促
進
（
居
宅

介
護
支
援
事
業
所
等
で
介
護

支
援
専
門
員
の
ダ
ブ
ル
ワ
ー

ク
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
な

ど
）

（
７
）
一
般
病
床
か
ら
の
介

護
医
療
院
へ
の
転
換
を
可
能

と
す
る
こ
と

そ
の
他
、
「
お
わ
り
に
」

で
は
、
正
常
分
娩
の
出
産
費

用
の
保
険
適
用
に
係
る
問
題

に
つ
い
て
も
、
最
終
答
申
に

向
け
た
課
題
と
し
て
触
れ
ら

れ
て
い
る
。

な
お
、
本
委
員
会
で
は
、

引
き
続
き
、
次
期
医
療
計
画

策
定
等
を
踏
ま
え
、
将
来
を

見
据
え
た
有
床
診
療
所
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
重

ね
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

基
本
診
療
料
の
大
幅
な
引
き
上
げ
等
を
求
め
る

                               

中
間
答
申
ま
と
ま
る

令
和
５
年
度
有
床
診
療
所
委
員
会

お知らせ
　令和5年度有床診療所委員会の中間答申の全文は、
日本医師会ホームページのメンバーズルームの「医
師会活動」の中の「会内委員会（報告書・諮問等）」「地
域医療課」に掲載されていますので、ぜひ、ご一読
願います。

有
床
診
療
所
委
員
会
は
こ

の
ほ
ど
中
間
答
申
を
取
り
ま

と
め
、
８
月
22
日
に
担
当
の

神
村
裕
子
常
任
理
事
同
席
の

下
、
齋
藤
義
郎
委
員
長
（
徳

島
県
医
師
会
長
）
か
ら
松
本

吉
郎
会
長
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
用
い

て
、
提
出
さ
れ
た
。

本
委
員
会
で
は
昨
年
11

月
、
松
本
会
長
か
ら
「
次
期

医
療
計
画
策
定
等
を
踏
ま

え
、
将
来
を
見
据
え
た
有
床

診
療
所
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」
の
検
討
を
行
う
よ
う
、

諮
問
を
受
け
た
後
、
５
回
に

わ
た
っ
て
委
員
会
を
開
催

し
、
中
間
答
申
を
取
り
ま
と

め
た
。

中
間
答
申
は
、
「
１
．
は

じ
め
に
」
「
２
．
令
和
６
年

度
診
療
報
酬
改
定
並
び
に
介

護
報
酬
改
定
等
に
対
す
る
要

望
」
「
３
．
お
わ
り
に
─

最

終
答
申
に
向
け
た
課
題
等 左から松本会長、齋藤委員長、神村常任理事

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 
03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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武
見
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
１

９
８
３
年
に
武
見
太
郎
元
日

本
医
師
会
長
の
構
想
で
あ
る

「
医
療
資
源
の
開
発
と
配
分
」

に
着
目
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
が
、
日
本
医
師
会
の
協
力

の
下
に
同
大
学
公
衆
衛
生
大

学
院
に
設
置
し
、
毎
年
世
界

各
国
よ
り
10
名
程
度
の
中
堅

の
専
門
家
・
研
究
者
が
フ
ェ

ロ
ー
と
し
て
選
考
さ
れ
、
研

究
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
も
下
記
の
と
お
り
、

フ
ェ
ロ
ー
の
募
集
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

応
募
希
望
者
は
、
日
本
医

師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
民

の
み
な
さ
ま
へ
」
に
掲
載
の

募
集
要
項
を
参
照
願
い
ま
す
。

◆
応
募
資
格
：
原
則
と
し

て
、
応
募
時
点
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た

し
て
い
る
方

（
１
）
40
歳
未
満
の
医
師
ま

た
は
保
健
医
療
分
野
の
研
究

者（２
）
日
本
国
籍
を
有
し
、

日
本
在
住
で
あ
る
方

（
３
）
修
士
ま
た
は
博
士
課

程
を
修
了
し
て
い
る
方

（
４
）
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ�

ｉ
Ｂ
Ｔ

で
１
０
０
以
上
も
し
く
は
Ｉ

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

 T.H. Chan

公
衆
衛
生
大
学
院

  

武
見
国
際
保
健
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

フ
ェ
ロ
ー
募
集
中

Ｅ
Ｌ
Ｔ
Ｓ
で
７
以
上
の
英
語

能
力
を
有
す
る
方

（
５
）
次
に
該
当
す
る
方

①
国
際
保
健
、
公
衆
衛
生
、

医
療
政
策
、
医
療
倫
理
、
社

会
医
学
等
に
関
わ
る
分
野
に

貢
献
す
る
意
思
を
有
す
る
方

②
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
後
、
上

記
分
野
で
日
本
医
師
会
の
研

究
活
動
に
依
頼
に
応
じ
て
協

力
で
き
る
方

◆
派
遣
期
間
：
令
和
６
年
８

月
～
令
和
７
年
６
月
（
約
11

カ
月
）

◆
募
集
定
員
：
２
名
ま
で

◆
派
遣
費
用
：
往
復
旅
費
、

滞
在
費
の
一
部
支
給

◆
応
募
期
限
：
令
和
５
年
11

月
30
日
（
木
）

◆
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
：

日
本
医
師
会
国
際
課

03
─

３
９
４
２
─

６
４
８

９
、

jmaintl@po.med.

or.jp

２
０
１
９
～
２
０
２
３
年

度
武
見
フ
ェ
ロ
ー
帰
国
報
告

つ
こ
と
が
で
き
る
場
を
更
に

広
げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
と
し
た
。

続
い
て
、
宮
原
麗
子
国
立

感
染
症
研
究
所
感
染
症
疫
学

セ
ン
タ
ー
第
14
室
長
は
「
結

核
高
蔓ま

ん
え
ん延

国
タ
イ
に
お
け
る

結
核
感
染
高
リ
ス
ク
群
の
同

定
と
介
入
の
検
討
」
と
題
し

て
、
結
核
菌
遺
伝
子
型
に
よ

る
患
者
の
基
本
属
性
や
地
理

的
分
布
等
の
違
い
、
結
核
遺

伝
子
型
ク
ラ
ス
タ
ー
の
形
成

と
受
刑
歴
の
関
連
等
に
関
す

る
研
究
結
果
を
報
告
。
刑
務

所
か
ら
地
域
社
会
へ
の
感
染

拡
大
の
影
響
を
推
定
す
る
た

め
に
は
、
遺
伝
子
情
報
や
臨

床
情
報
な
ど
、
多
様
な
情
報

を
統
合
し
て
解
析
す
る
こ
と

が
必
要
と
し
た
他
、
出
所
時

や
出
所
後
の
結
核
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
の
重
要
性
を
強
調
し

た
。最

後
に
、
阿
部
計
大
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学T.H.Chan

公
衆

衛
生
大
学
院
客
員
研
究
員
が

「
プ
ラ
イ
マ
リ
ヘ
ル
ス
ケ
ア

と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
有
効
性

の
研
究
」
と
題
し
て
、
居
住

自
治
体
と
要
介
護
高
齢
者
の

死
亡
場
所
の
関
係
性
や
、
介

護
保
険
の
自
己
負
担
割
合
の

増
加
の
影
響
な
ど
の
研
究
結

果
を
概
説
。
在
宅
看
取
り
の

た
め
に
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
医
療
従
事
者
等

を
十
分
確
保
す
る
必
要
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

も
に
、
介
護
保
険
の
自
己
負

担
割
合
の
増
加
が
要
介
護
高

齢
者
や
そ
の
家
族
の
ア
ウ
ト

カ
ム
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
も
検
証
し
た
い
と
の
考
え

を
示
す
な
ど
、
今
後
の
研
究

へ
の
意
気
込
み
を
語
っ
た
。

そ
の
後
は
、
フ
ェ
ロ
ー
と

出
席
者
と
の
間
で
活
発
な
質

疑
応
答
が
あ
っ
た
他
、
今
村

英
仁
常
任
理
事
か
ら
、
設
立

40
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
11
月
11
日
（
土
）、
日
本

医
師
会
館
大
講
堂
で
開
催
す

る
予
定
で
あ
る
こ
と
、現
在
、

２
０
２
４
～
２
５
年
度
の
武

見
フ
ェ
ロ
ー
を
募
集
し
て
い

る
こ
と
（
応
募
資
格
等
の
詳

細
は
左
記
の
案
内
を
参
照
）

が
紹
介
さ
れ
、
報
告
会
は
終

了
と
な
っ
た
。

松
本
吉
郎
会
長
は
８
月
28

日
、

田
徹
副
会
長
、
黒
瀨

巌
常
任
理
事
と
共
に
国
立
印

刷
局
東
京
工

場
を
訪
れ
、

紙
幣
の
製
造

工
程
等
の
視

察

を

行

っ

た
。今

回
の
視

察
は
、
来
年

７
月
前
半
か

ら
日
本
の
紙

幣
の
デ
ザ
イ

ン
が
一
新
さ

れ
、
千
円
札

の
肖
像
画
に

日
本
医
師
会

の
初
代
会
長

で
あ
る
北
里

柴
三
郎
氏
が
採
用
さ
れ
る
こ

と
を
受
け
て
、
大
津
俊
哉
国

立
印
刷
局
理
事
長
か
ら
の
招

待
が
あ
り
、
実
現
し
た
も
の

で
あ
る
。

国
立
印
刷
局
は
明
治
４
年

（
１
８
７
１
年
）
に
大
蔵
省

紙
幣
司
と
し
て
創
設
さ
れ
て

以
来
、
紙
幣
や
官
報
、
パ
ス

ポ
ー
ト
等
の
製
造
を
行
っ
て

お
り
、
現
在
は
全
国
に
六
つ

の
工
場
（
東
京
、
王
子
、
小

田
原
、
静
岡
、
彦
根
、
岡
山
）

を
有
し
て
い
る
。
今
回
視
察

し
た
東
京
工
場
は
そ
の
中
で

も
規
模
が
最
も
大
き
く
、
一

日
に
４
５
０
万
枚
、
約
３
３

０
億
円
分
の
新
紙
幣
を
印
刷

し
て
い
る
。

当
日
、
松
本
会
長
ら
一
行

は
国
立
印
刷
局
の
概
要
や
新

紙
幣
の
特
徴
（
①
３
Ｄ
ホ
ロ

グ
ラ
ム
を
採
用
し
て
い
る
②

触
っ
た
だ
け
で
紙
幣
の
種
類

が
分
か
る
よ
う
に
し
て
い
る

③
漢
字
表
記
を
改
め
、
ア
ラ

ビ
ア
数
字
の
表
記
に
し
た

等
）
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

た
後
、
工
芸
、
印
刷
、
検
査

の
各
部
門
の
製
造
工
程
等
の

視
察
を
行
っ
た
。

視
察
を
終
え
た
松
本
会
長

は
、
「
こ
の
た
び
は
大
変
貴

重
な
機
会
を
頂
き
、
大
変
あ

り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。
特

に
、
製
造
に
携
わ
る
技
術
者

の
方
々
の
技
術
力
に
は
大
変

驚
か
さ
れ
た
。
こ
の
技
術
を

守
り
、
ぜ
ひ
、
後
世
に
伝
え

て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と

し
て
、
大
津
理
事
長
ら
関
係

者
に
対
し
て
、
感
謝
の
意
を

伝
え
た
。

会
が
８
月
22

日
、
日
本
医

師
会
館
で
日

本
医
師
会
役

員
の
他
、
日

本
製
薬
工
業

協
会
や
米
国

研
究
製
薬
工

業
協
会
か
ら

も
多
数
参
加

の
下
に
開
催

さ
れ
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学

T.H.Chan

公

衆
衛
生
大
学

院
武
見
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
研
究

活
動
に
従
事
し
た
３
名
の
フ

ェ
ロ
ー
か
ら
、
研
究
成
果
の

報
告
が
行
わ
れ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
２
０

１
９
～
２
０
２
２
年
度
の
研

究
成
果
の
報
告
は
日
本
医
師

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
動
画

掲
載
で
行
わ
れ
た
た
め
、
本

報
告
会
は
４
年
ぶ
り
の
対
面

開
催
と
な
っ
た
。

冒
頭
あ
い
さ
つ
し
た
松
本

吉
郎
会
長
は
、
武
見
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
は
こ
れ
ま
で
に
61
カ

国
か
ら
３
２
２
名
の
フ
ェ
ロ

ー
が
参
加
し
、
国
際
保
健
、

医
療
政
策
、
公
衆
衛
生
を
学

ぶ
ユ
ニ
ー
ク
な
学
際
的
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
に
お
い
て
も
高
い
評

価
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
本

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
今
年
で
設
立

40
周
年
を
迎
え
る
に
当
た

り
、
ボ
ス
ト
ン
や
日
本
で
記

念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す

る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
紹
介

し
、
資
金
援
助
を
行
う
日
本

製
薬
工
業
協
会
や
米
国
研
究

製
薬
工
業
協
会
に
対
し
て
感

謝
の
意
を
述
べ
た
。
ま
た
、

日
本
医
師
会
と
し
て
も
、
全

力
を
挙
げ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

支
援
を
継
続
し
て
い
く
意
向

を
示
し
た
。

引
き
続
き
行
わ
れ
た
フ
ェ

ロ
ー
に
よ
る
報
告
で
は
、
ま

ず
、
中
込
敦
士
千
葉
大
学
予

防
医
学
セ
ン
タ
ー
特
任
准
教

授
が
「
死
別
後
の
う
つ
を
ソ

ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
緩

和
す
る
か
」
と
題
し
て
、
個

人
・
集
団
レ
ベ
ル
の
ソ
ー
シ

ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
死
別
後

の
う
つ
の
発
症
と
の
関
係
性

に
関
す
る
研
究
結
果
を
説

明
。
主
に
地
域
社
会
と
の
関

わ
り
が
希
薄
に
な
り
や
す

い
、
死
別
さ
れ
独
居
と
な
っ

た
高
齢
男
性
と
地
域
を
つ
な

ぐ
た
め
の
方
法
を
検
討
し
て

い
る
と
し
た
他
、
全
国
規
模

で
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
も

松本会長、⻆田副会長、黒瀨常任理事

国立印刷局東京工場で
 新千円札の製造工程等を視察

２
０
１
９
〜
２
０
２
３
年
度

 
武
見
フ
ェ
ロ
ー
帰
国
報
告
会
　

   

武
見
フ
ェ
ロ
ー
３
名
が
研
究
成
果
を
発
表

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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地球規模で進行する環境変化が人間の健康と社会に及ぼす影響は、ますます
深刻化している。医師は今まさに、プラネタリーヘルス（Planetary Health）
の視座を意識し、人々の健康を預かるものとして、地域社会と連携しながら持
続可能な未来の実現に向けて重要な役割を果たすことが必要だ。

18世紀半ばに起こった産業革命は、地球環境を大きく変容させる契機とな
った。気候変動、生物多様性の喪失、化学物質による環境汚染など、地球環境
システムのレジリエンスが低下し、その脆

ぜいじゃく

弱性が顕著になっている。2000年
にはノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンが、人類が地球の地質や生
態系に影響を与え始めてからの地質年代を「人新世（Anthropocene）」と名
付け、地質のみならず、社会的、経済的、文化的な変化を象徴する概念として
浸透している 1。
「大加速（Great Acceleration）」と「プラネタリー・バウンダリーズ（Planetary 

Boundaries）」という概念は、人新世の到来を具体的に示している。「大加速」2は、
産業革命から現代までの経済活動の活性化による地球環境への負荷が急増して
いることを示している。一方、「プラネタリー・バウンダリーズ」3 は、地球環
境の健全性を維持するための範囲を示すもので、9つの要素について境界点を
設定しており、すでに気候変動など4つの要素で、境界点を超過している。

気候変動による健康への影響は、熱中症や暑熱関連死、自然災害による死亡、
水系・食品媒介感染症の増加、節足動物媒介感染症の流行域拡大、栄養関連疾
患の増加、災害等によるメンタルヘルスの問題などが挙げられる。温室効果ガ
スの排出抑制策が不十分な場合、2030年から2050年の間に年間約25万人の過
剰死亡が発生すると推計されている 4。サハラ砂漠以南地域や南アジアでは、
小児の低栄養、マラリア、下痢症による死亡リスクが増し、先進国では高齢者
を中心に暑熱関連死のリスクが高まると予測されている。

更に熱帯雨林の消失により野生生物との接触が増え、新興・再興感染症が増
加している。SARS（2002年）やMERS（2012年）、エボラウイルス病（2013年）、
そして2019年にCOVID-19のパンデミックが起こった。国際的な人流や物流
の急速な増加により、感染症の拡散が助長され、国際社会に大きな混乱をもた
らした。

また、産業革命以降、化学物質の使用が増加し、現在でも環境汚染により年
間900万人が死亡し、特に大気汚染による死者は670万人に上ると推計されて
いる 5。また農薬の使用や化学物質汚染が広がり、廃棄プラスチックが粉砕さ
れて生成したマイクロプラスチックが海洋生物により摂食され、食物連鎖を通
した毒性影響が懸念されている 6。そしてその負荷は社会的弱者により大きく
のしかかることが分かっている7。

このように、私達の健康を考える際には、地球環境全体の「健康」を追求す
るプラネタリーヘルスの視点が重要である。人間の健康は、健全な地球環境が
存在することによって初めて実現するものであり、両者は不可分であることを
深く認識することが基本となる。本年3月に刊行された日本医学会120周年記
念事業の『未来への提言』においてもその重要性が強調された 8。

第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26；2021年）に先立ち、Lancet、
NEJM、BMJ等18誌の編集長が共同執筆した論説が、世界の医学雑誌220誌以
上で発表された。産業革命前からの気温上昇を1.5℃未満に抑えない限り、気
候変動による健康への悪影響が生じることは「科学的に明らかだ」と警告し、
医療従事者が率先して各国政府や世界の指導者に働き掛けた結果、COP26で
は人々の健康を守るために気候変動対策を進めなくてはならないことが強調さ
れた。

プラネタリーヘルスは、2014年にロックフェラー財団とLancetが立ち上げ
た委員会がその翌年Lancet誌に発表した報告書『人新世における人間の健康

の安全防護策』9 で提唱し、その概念が急速に普及した。2016年にはPlanetary 
Health Alliance10 が発足し、60カ国以上の大学、非政府組織、研究機関、政府
機関から成るコンソーシアムとして、この多様な学際領域の急速な成長の中心
的役割を担っている。本年5月には学術関係者を中心としてPlanetary Health 
Alliance日本ハブが組織化された。

プラネタリーヘルスの視点を取り入れることで、医師は健康に対する取り組
みをより広範な視野で展開できるようになる。例えば、里山など地域の自然は、
地域の健康と文化に密接に関わっており、医師がその重要性を啓発し、住民と
共に環境保護活動に取り組むことは、地域の健康増進にもつながるだろう。医
師は、人間がより良く生きていくために不可欠な水、大気、食糧などの自然資
源の他、教育、平等、住民ネットワークなどの社会資源を含む社会的共通資
本 11 を持続可能なものとするための取り組みに積極的に参画し、地域社会の健
康と環境の調和を促進する存在として貢献できるであろう。

一方で、医療産業も地球環境に負荷を与えている。43カ国における最近の
調査によれば、全産業の中で保健医療分野が排出する温室効果ガスは平均
4.4％を占め、日本の保健医療分野からの排出量は世界第4位となっている 12。
世界の目標である気温上昇を1.5℃未満に抑制するためには、医療分野も責任
を負うことは自明である。医学の進展が気候変動を進行させれば、現世代の健
康は次世代の健康とトレードオフになってしまう。次世代の健康を守り、世代
間の健康格差を広げないためには、地球環境への負荷が少ない疾病予防を重視
し、健康社会の実現を目指すべきである。気候変動対策の費用対効果に関する
懸念の声もあるが、健康へのメリットが費用を上回ることが研究で明らかにな
っている 13。医師がこうした情報を積極的に社会に発信することは、カーボン
ニュートラル達成のための大きな原動力となるであろう。

プラネタリーヘルスの視点は、医師の使命と役割を新たな次元で捉え直す機
会を提供している。病気の治療だけでなく、病気の予防や環境への配慮も重要
な健康増進の手段であり、地球環境の保護と持続可能な社会の実現に向けて、
医師は重要な貢献を果たし得る存在である。プラネタリーヘルスの理念を実践
し、地域社会と連携しながら、世代を超えた持続可能な未来を築くための取り
組みに積極的に参画することが求められている。
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　日本医師会は、3～ 15歳の子どもを対象
とした職業・社会体験施設「キッザニア東
京」に、「いい医療の日」である11月1日
を含んだ10月18日（水）～11月7日（火）
の3週間、期間限定で「診療所」パビリオ
ンを出展します。
　子ども達のヘルスリテラシーを向上さ
せ、かかりつけ医への理解を深めてもらう
ため、バイタル測定のできるモデル人形を患者に見立て、医師
として診察や骨折の処置を体験してもらい、参加者には自身の
写真と名前の入った医師資格証を発行します。また、「キッザ
ニア東京」を訪れる全ての子どもを対象に、予防接種に関する
クイズラリーも開催します。
　これを記念し、1組2枚のギフトパスを抽選で50名様にプレゼントします。
ご希望の方は、日本医師会広報課（kouhou@po.med.or.jp）までメールで、
件名を「キッザニアプレゼント応募」として、①氏名②年齢③郵便番号・住
所④電話番号⑤所属医療機関名─を明記し、お申し込み下さい。締め切り
は9月24日（日）。

【券種】�子ども（3～ 15歳）1枚、大人（16歳～）1枚のセット�
※パス1枚につき、1名ご入場頂けます�
※キッザニアは子どもと大人の組み合わせでご入場頂けます

【利用可能施設】�キッザニア東京／キッザニア甲子園／キッザニア福岡�
※イベント開催日など、一部除外日があります�
※�日本医師会の期間限定パビリオンは「キッザニア東京」�
のみの出展です

【利用方法】�入場希望日前日18：00までに、利用施設（東京・甲子園・福岡）
の予約センターに電話し、発行された予約番号をギフトパスの裏
面に記入して、当日持参して下さい。�
※予約枠には限りがあるため、お早めの来場予約をお勧めいたします

【有効期間】2023年10月～ 2024年9月（1年間）
【問い合わせ先】日本医師会広報課　 kouhou@po.med.or.jp

「キッザニア
  東京・甲子園・福岡 ギフトパス（１組２枚）」

抽選でプレゼントのご案内
─ 締め切りは9月24日 ─

（C） KCJ GROUP

国民向け小冊子
 『女性がいきいき生きるコツ』が完成
　現在、わが国では、女性の社会進出
が目覚ましく、社会活動を維持してい
く上でも、女性の皆さんに、いかに健
康で働いてもらうかが大きな課題とな
っています。
　女性を悩ます病気の一つに「更年期
障害」がありますが、その症状が出て
いるにもかかわらず、家事や仕事など
日常生活の忙しさから医療機関を受診
することを後回しにしてしまったり、
「更年期」を迎える前から「どういっ
た症状が出るのだろう」と、漠然と不
安に感じている方も多いのではないでしょうか。
　日本医師会では、そんな方のために、このたび「更年期」や「更
年期障害」に関する基本知識並びにその対策を簡潔にまとめた小
冊子『女性がいきいき生きるコツ』を制作し、そのデータを日本
医師会ホームページに掲載しました。
　「更年期」は男女問わず誰にも訪れるものです。女性ばかりで
なく、男性にも本冊子のPDFデータを日本医師会ホームページよ
りダウンロードの上、ぜひ、ご一読頂き、その症状や治療に関す
る理解を深めることで、「更年期の症状」とうまく付き合うこと
につなげて頂ければ幸いです。
　なお、このたび、本冊子を希望者にプレゼントすることといた
しました。ただし、より多くの会員の先生方の手元に届けるため、
当分の間、1名／ 1医療機関1回のみ、上限10冊とさせて頂くこ
とをご了承願います。
　ご希望の方は、①氏名②郵便番号・住所③電話番号④必要部数
―を明記の上、下記までメール（件名には「更年期小冊子希望」
とお書き下さい）またはFAXでお申し込み願います。

【申込・問い合わせ先】
日本医師会広報課
　　 kouhou@po.med.or.jp　　 03-3942-7036
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職域での対策で
 日本から風疹をなくそう

筑波大学医学医療系准教授　堀　　愛

当
事
者
の
思
い
に
共
感

私
は
産
業
医
で
、
現
在
は
、

大
学
教
員
と
し
て
職
域
の
風

疹
対
策
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
個
人
的
な
話
だ
が
、
私

は
２
０
１
０
年
に
常
位
胎
盤

早
期
剝は

く

り離
で
第
２
子
を
亡
く

し
て
い
る
。
次
の
妊
娠
は
初

期
流
産
で
、
そ
の
後
よ
う
や

く
第
３
子
を
無
事
に
出
産
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

産
休
が
明
け
て
復
帰
し
た

２
０
１
３
年
。
都
市
部
の
職

域
で
、
成
人
男
性
を
中
心
に

風
疹
が
流
行
し
て
い
た
。
当

時
、
研
究
員
と
し
て
通
っ
て

い
た
国
立
国
際
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
で
風
疹
の
勉
強
会
に

参
加
し
、
そ
こ
で
初
め
て
、

２
０
２
１
年
５
月
28
日

に
、
医
師
の
働
き
方
改
革
を

進
め
る
た
め
に
「
良
質
か
つ

適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提

供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進

す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公

布
さ
れ
、
特
例
水
準
の
対
象

と
な
る
医
療
機
関
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
い
よ
い

よ
来
年
２
０
２
４
年
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
医
師
の
働
き
方
改
革
の

主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
（
１
）

時
間
外
労
働
時
間
の
上
限
規

制
、
（
２
）
追
加
的
健
康
確

保
措
置
の
実
施
、
（
３
）
医

療
機
関
勤
務
環
境
評
価
セ
ン

タ
ー
の
設
置

─
の
三
つ
で

あ
る
。

医
師
は
医
療
機
関
に
お
い

て
の
勤
務
実
態
が
把
握
し
に

く
く
、
ま
た
人
員
不
足
に
よ

り
長
時
間
労
働
と
な
り
が
ち

で
あ
る
が
、
こ
の
改
革
に
よ

り
長
時
間
労
働
が
減
少
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
大
学
病
院

で
は
、
い
わ
ゆ
る
関
連
病
院

か
ら
の
日
中
、
夜
間
の
診
療

の
応
援
依
頼
が
あ
り
、
大
学

病
院
で
の
勤
務
医
は
自
院
で

の
勤
務
以
外
の
労
働
を
担
う

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
来

年
度
か
ら
他
院
で
の
勤
務
も

勤
務
時
間
に
含
ま
れ
る
た

め
、
特
に
夜
間
の
応
援
診
療

は
か
な
り
制
限
さ
れ
る
こ
と

が
地
域
医
療
提
供
の
観
点
か

ら
懸
念
さ
れ
る
。

大
学
病
院
で
勤
務
す
る
臨

床
医
は
診
療
だ
け
で
な
く
、

学
生
教
育
と
研
究
（
大
学
院

生
へ
の
指
導
も
含
め
る
）
も

担
当
す
る
必
要
が
あ
る
。
大

学
で
勤
務
す
る
医
師
に
と
っ

て
診
療
は
当
然
だ
が
、
学
生

教
育
も
重
要
で
あ
る
た
め
、

来
年
４
月
以
降
の
「
医
師
の

働
き
方
改
革
」
の
実
施
に
よ

り
研
究
に
対
す
る
時
間
を
割

く
こ
と
が
か
な
り
困
難
に
な

る
。
「
研
究
は
自
己
研け

ん

鑽さ
ん

の

た
め
勤
務
時
間
に
含
め
る
べ

き
で
な
い
」
と
い
う
考
え
も

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
で
は
「
医
師
の
働
き
方
改

革
」
は
形
骸
化
さ
れ
る
。

で
は
、
勤
務
時
間
の
制
限

が
あ
る
中
で
研
究
を
進
め
る

た
め
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の

か
。
こ
れ
は
各
講
座
あ
る
い

は
大
学
で
一
括
し
て
採
用
し

た
実
験
助
手
に
実
験
を
し
て

も
ら
い
、
大
学
病
院
の
勤
務

医
は
実
験
デ
ー
タ
を
で
き
る

限
り
勤
務
時
間
内
に
確
認
す

る
と
い
う
方
法
を
取
る
し
か

な
い
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
験
助
手
の

雇
用
に
当
た
り
費
用
が
発
生

す
る
が
、
現
在
の
状
態
の
ま

ま
で
は
、
来
年
度
以
降
も
大

学
勤
務
医
が
「
自
己
研
鑽
」

と
称
し
て
診
療
業
務
後
に

「
研
究
業
務
」
を
続
け
る
か
、

医
学
部
に
お
け
る
研
究
活
動

が
低
下
す
る
か
の
ど
ち
ら
か

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
危

惧
さ
れ
る
。

国
に
は
、
「
医
師
の
働
き

方
改
革
」
の
一
貫
と
し
て
、

実
験
助
手
の
費
用
負
担
も
含

め
て
、
わ
が
国
の
医
学
研
究

力
を
低
下
さ
せ
な
い
施
策
を

考
慮
し
て
頂
き
た
い
。

「
風
疹
を
な
く
そ
う
の
会

hand in hand

」
の
、
先
天

性
風
疹
症
候
群
の
当
事
者
ご

家
族
の
話
を
聞
い
た
。
「
妊

娠
前
に
注
射
一
本
受
け
て
い

れ
ば
、
わ
が
子
が
先
天
性
風

疹
症
候
群
を
も
っ
て
生
ま
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
言
葉
は
、
他
人
事
で
な
か

っ
た
。

公
衆
衛
生
学
的
に
は
、
日

本
は
他
国
に
比
べ
て
赤
ち
ゃ

ん
の
病
や
死
は
ま
れ
だ
。
し

か
し
一
方
で
、
全
て
の
母
親

に
と
っ
て
妊
娠
出
産
は
、
一

回
一
回
が
特
別
で
、
命
懸
け

だ
。
加
藤
茂
孝
元
国
立
感
染

症
研
究
所
室
長
の
推
計
に
よ

れ
ば
、
先
天
性
風
疹
症
候
群

の
赤
ち
ゃ
ん
１
人
の
出
生
に

つ
き
、
風
疹
流
行
に
よ
る
人

工
及
び
自
然
流
産
で
、
約
60

人
の
胎
児
の
命
が
失
わ
れ
る

と
い
う
。
防
げ
る
な
ら
ば
、

防
い
だ
方
が
良
い
。

め
ざ
せ！
　
風
疹
排
除

日
本
か
ら
風
疹
を
排
除
で

き
れ
ば
、
風
疹
に
よ
る
胎
児

の
死
や
、
先
天
性
風
疹
症
候

群
は
防
げ
る
。
実
際
に
北

米
・
南
米
全
土
で
は
、
風
疹

の
予
防
接
種
を
受
け
そ
び
れ

た
世
代
に
「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ

プ
接
種
」
を
展
開
し
、
２
０

１
５
年
に
風
疹
排
除
に
成
功

し
て
い
る
。

日
本
は
、
40
名
以
上
の
先

天
性
風
疹
症
候
群
の
出
生
が

確
認
さ
れ
た
２
０
１
４
年
、

「
風
し
ん
に
関
す
る
特
定
感

染
症
予
防
指
針
」
で
、
２
０

２
０
年
ま
で
に
風
疹
排
除
と

い
う
目
標
を
立
て
た
。
し
か

し
、
そ
の
時
点
で
は
キ
ャ
ッ

チ
ア
ッ
プ
接
種
が
実
現
し
な

か
っ
た
。

成
人
男
性
に
伝
わ
ら
ず

風
疹
対
策
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

は
、
小
児
期
に
風
疹
の
定
期

接
種
制
度
が
な
か
っ
た
１
９

６
２
～
78
年
度
生
ま
れ
の
男

性
だ
。
ち
ょ
う
ど
私
達
産
業

医
が
日
々
接
し
て
い
る
、
働

き
盛
り
世
代
に
当
た
る
。

私
は
産
業
医
と
し
て
、
職

域
の
風
疹
対
策
を
発
信
し
始

め
た
。
わ
が
恩
師
の
故
・
谷

口
初
美
産
業
医
科
大
学
名
誉

教
授
や
溝
上
哲
也
国
立
国
際

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長
に

ご
指
導
頂
き
、
「
職
場
に
お

け
る
風
し
ん
対
策
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
（
国
立
感
染
症
研
究

所
）
の
作
成
に
立
ち
会
う
機

会
も
得
た
。

し
か
し
、
職
域
で
で
き
る

対
策
に
は
限
界
が
あ
る
。
産

業
医
と
し
て
は
、
事
業
者
に

対
し
て
、
任
意
の
風
疹
抗
体

検
査
確
認
や
予
防
接
種
の
費

用
補
助
を
推
奨
す
る
に
と
ど

ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
余
裕
の

あ
る
企
業
の
職
員
と
、
大
多

数
の
中
小
企
業
の
職
員
や
非

正
規
職
員
と
の
健
康
格
差
が

広
ま
る
だ
け
で
あ
る
。

定
期
接
種
制
度
が
な
け
れ

ば
、
日
本
全
体
で
風
疹
流
行

は
防
げ
な
い
。
私
は
母
校
・

産
業
医
科
大
学
の
就
学
資
金

義
務
年
限
を
終
え
た
の
を
機

に
、
２
０
１
６
年
に
公
衆
衛

生
学
の
研
究
者
に
転
身
し

た
。

風
疹
第
５
期
定
期
接
種

そ
し
て
２
０
１
８
年
。
再

び
風
疹
が
流
行
し
た
。
こ
の

風
疹
流
行
で
は
、
米
国
疾
病

管
理
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）

が
、
風
疹
ワ
ク
チ
ン
未
接
種

者
と
妊
婦
は
日
本
へ
の
渡
航

を
禁
止
す
る
警
告
レ
ベ
ル
２

を
発
令
し
た
。
当
時
、
あ
る

行
政
担
当
者
が
、
「
風
疹
は
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
対
策
だ
。
日
本
の
妊

婦
の
た
め
に
、
定
期
接
種
制

度
化
ま
で
動
く
こ
と
は
あ
り

得
な
か
っ
た
」
と
漏
ら
し
た

言
葉
は
衝
撃
だ
っ
た
。

と
も
か
く
、
２
０
１
９
年

か
ら
成
人
男
性
対
象
の
風
疹

第
５
期
定
期
接
種
制
度
が
開

始
さ
れ
た
。
職
域
の
健
康
診

断
の
採
血
で
、
風
疹
抗
体
検

査
を
行
う
こ
と
も
可
能
に
な

っ
た
。
こ
の
た
め
の
「
集
合

契
約
」
の
仕
組
み
は
、
コ
ロ

ナ
の
職
域
接
種
に
も
応
用
さ

れ
た
。
定
期
接
種
が
決
ま
っ

た
折
に
は
、
産
婦
人
科
医
や

小
児
科
医
、
国
立
感
染
症
研

究
所
が
主
催
す
る
風
疹
の
日

（
２
月
４
日
で
「
ふ
う
し
ん
」
）

の
啓
発
活
動
に
参
加
し
た
。

東
京
の
オ
フ
ィ
ス
街
を
行
き

交
う
ス
ー
ツ
姿
の
男
性
に
チ

ラ
シ
を
配
り
な
が
ら
、
産
業

医
が
も
っ
と
風
疹
の
啓
発
を

せ
ね
ば
、
と
実
感
し
た
。

あ
と
一
歩

よ
う
や
く
始
ま
っ
た
第
５

期
定
期
接
種
だ
が
、
残
念
な

が
ら
制
度
の
利
用
は
低
迷
し

て
い
る
。
国
は
２
０
２
２
年

４
月
か
ら
３
年
間
、
期
間
を

延
長
し
た
。

私
は
２
０
１
９
年
か
ら
毎

年
、
日
本
産
業
衛
生
学
会
で
、

「
風
疹
を
な
く
そ
う
の
会

hand in hand

」
の
当
事
者

家
族
を
招
い
て
講
演
会
を
主

催
し
て
い
る
。他
の
演
者
は
、

産
婦
人
科
医
、
感
染
症
専
門

医
、
感
染
症
研
究
者
、
健
診

医
、
産
業
医
、
産
業
看
護
職
、

経
営
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
。

当
事
者
の
声
を
聴
い
て
、
私

達
が
本
気
を
出
せ
ば
、
あ
と

一
歩
で
風
疹

排
除
が
達
成

で
き
る
と
信

じ
て
い
る
。

日
本
産
業

衛
生
学
会
で

は
、
風
疹
を

な
く
そ
う
の

会
が
無
料
で

ブ
ー
ス
出
展

が
で
き
る
よ

う
に
、
２
０

１
９
年
の
大
会
長
・
斉
藤
政

彦
日
本
産
業
衛
生
学
会
理
事

が
特
例
で
取
り
計
ら
っ
て
下

さ
っ
た
。
以
後
、
毎
回
の
大

会
長
に
ご
高
配
頂
い
て
い

る
。
風
疹
ブ
ー
ス
で
は
、
通

り
か
か
る
男
性
達
に
、
「
風

疹
ワ
ク
チ
ン
受
け
た
？　

抗

体
検
査
の
無
料
ク
ー
ポ
ン
券

を
使
っ
て
ね
！
　

か
か
り
つ

け
医
で
も
、
健
診
で
も
使
え

る
よ
！
　

会
社
の
人
に
も
広

め
て
ね
！

」
と
い
う
風
疹
を

な
く
そ
う
の
会
メ
ン
バ
ー
の

声
が
響
く
。

今
度
こ
そ
二
度
と
、
風
疹

を
流
行
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
本
年
９
月
の
日
本
産
業

衛
生
学
会
産
業
医
産
業
看
護

全
国
協
議
会
（
甲
府
市
）
で

も
感
染
症
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

登
壇
す
る
機
会
を
得
た
。
皆

様
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、

あ
と
一
歩
、
風
疹
の
第
５
期

定
期
接
種
の
普
及
に
、
ど
う

ぞ
お
力
添
え
願
い
た
い
。

医師の働き方改革と
研究の両立
関西医科大学小児科学講座准教授　辻　章志

「風疹をなくそうの会 hand in hand」 
共同代表・可児佳代様と、2019年名古屋にて
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